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長寿医療制度（後期高齢者医療制度）のお知らせ
～保険料の支払い方法のお知らせ～

焔次の方は１０月支給分の公的年金から保険料が天引きされます
平成２０年度保険料の支払いを次の方法でされた方

煙均等割８．５割軽減、所得割５割軽減の保険料軽減措置を受け、４・６・８月の保険料を公的年金からの天
引きにより支払いされた方

煙保険料軽減措置を受け、４・６・８月の保険料を公的年金からの天引き、１０月～平成２１年２月の保険料を
納付書または口座振替により支払いされた方

煙保険料の支払い方法
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※ただし、次の方は１０月以降も納入通知書または口座振替による支払いとなります。
煙天引きの対象となる公的年金の受給額が、年額１８万円未満の方
煙介護保険料の合計額が天引き対象となる年金受給額の半分を超える方
※公的年金からの支払いをやめ、口座振替に変更されている方は、１０月以降も口座振替による支払いとなり
ます。

焔保険料の支払い方法を『口座振替』に変更できます
保険料の支払い方法を口座振替に変更されたい方は、保険証（本人のもの）、口座振替を行う預金通帳と

その印鑑を持ち、年金・長寿医療グループ（市役所１１番窓口）へお越しください。
※口座振替に変更されても、年間の保険料は変わりません。
※既に年金からの支払いを中止し、口座振替により支払いされている方は、改めて申し出ていただく必要は
ありません。

※年金からの支払いなどから口座振替に変更となる時期は、申し出の時期により異なります。
※国民健康保険税を口座振替により支払いされていた方も、長寿医療制度へ加入された場合には、再度口座
振替の手続きが必要です。

※保険料の支払い額は、所得税や個人住民税の社会保険料控除の対象になります。
ただし、加入者本人以外の口座から支払いされる場合は、支払われた方の社会保険料控除の対象になりま
す。

　　　　　　　北海道後期高齢者医療広域連合（緯０１１－２９０－５６０１）　問い合わせ 年金・長寿医療グループ（緯碓８５ ２１３７）　 　　

9月までは納入通知書または
口座振替により支払います 10月からは公的年金から天引きされます




